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第５章 重点目標と基本方針 

 

木津川市教育振興基本計画では、これからの変化の激しい社会の中で、子ど 

もたちが自立して生きていくためには、「質の高い学力」「豊かな心」「健やか 

な体」の調和を重視した「生きる力」をはぐくむことが大切です。 

 そのため、これからの１０年間、８つの重点目標と２５の施策の基本的方向

により、“生きる力をはぐくみ 新しい時代を拓く きづがわっ子”の育成を目

指します。 

 

重点目標１ 質の高い学力をはぐくむ  

●施策の基本的方向 

（１）学習意欲の向上と学習習慣の確立 

（２）基礎的・基本的な知識・技能の習得 

（３）活用する力の育成 

 

重点目標２ 豊かな心と規範意識をはぐくむ  

 ●施策の基本的方向 

（４）道徳教育の推進 

（５）生徒指導の充実 

（６）読書活動の推進 

 

重点目標３ 健やかな体をはぐくむ 

 ●施策の基本的方向 

（７）食育の推進 

（８）体力の向上 

（９）健康の保持増進 
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重点目標４ 一人一人の個性や能力を伸ばし、社会の形成者としての 

必要な資質をはぐくむ 

●施策の基本的方向 

（10）人権教育の推進 

（11）特別支援教育の推進 

   （12）キャリア教育の推進 

   （13）幼児教育の推進 

 

 重点目標５ 社会の変化に対応し、未来を確かに生きる力をはぐくむ 

●施策の基本的方向 

（14）情報教育の推進 

   （15）国際理解教育の推進 

   （16）環境教育の推進 

 

重点目標６ 魅力ある・信頼される学校・園をつくる 

 ●施策の基本的方向 

（17）学校の組織力と教職員の資質向上 

（18）魅力ある学校・園づくり 

（19）安全・安心なより良い教育環境の整備 

 

重点目標７ 地域の力を活かして子どもをはぐくむ 

●施策の基本的方向 

（20）地域ぐるみによる子育て支援 

   （21）家庭教育を支援 

    （22）生涯学習環境の充実 

    （23）安全対策の充実 

 

重点目標８ 地域を学び、郷土を大切にする心をはぐくむ 

●施策の基本的方策   

（24）自然・歴史についての学習の充実 

（25）地域資源の活用 
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○自己肯定感の低さや忍耐力、自己を評価する力の弱さなどの要因により、

学習に向かえない児童生徒の意欲を喚起する必要があります。また、高い

目標を持って主体的に学習に向かう意欲をどのように向上させていくか

が課題となっています。 
○各小中学校においては、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ 
るための取組を進めていますが、とりわけ学力に課題のある児童生徒へ 
の対応が必要となっています。 

○基礎的・基本的な知識・技能を活用する力や活用のための思考力・判断力・

表現力に課題が見られます。 
   

学力の向上は、いつの時代も変わらない学校の使命であることを自覚し、 
学習意欲、基礎・基本の習得とそれらを活用する力の３つが統合された「質

の高い学力」をはぐくんでいきます。そのため、木津川市独自の取組を推

進します。 
子どもの実態を的確に把握し、個別のニーズに応じた適切な指導・支援 

を考え、あたたかな人間関係の中で子どもに「わかる・できる」が実感でき

る授業と主体的に学習に取り組めるよう家庭と連携を図り、学習意欲を喚起

し、より良い学習習慣の確立を目指します。 
社会生活を営む上で最低限必要となる基礎的・基本的な知識・技能は、 

  子どもの発達の段階に応じて指導を行い、繰り返し学習などを工夫・充実 
することにより確実に定着します。また、これらの取組を通じて課題を解決

するために必要な思考力・判断力・表現力の育成と、言語活動や体験活動を

重視した授業を工夫します。 
    幼児期においては、学習の動機や興味・関心の基礎となる遊びを通して 

の体験や、「ことば」をはぐくむ活動の充実に努めます。 
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（１）施策の基本的方向＜学習意欲の向上と学習習慣の確立＞ 

 

   ◇子どもが学び続ける意欲と主体的に学習に向かう向上心を持てるよう 
に「わかる授業の創造」を目指した取組を推進します。 

◇家庭の役割と責任を明確にし、家庭との連携のもと、小学校低学年から

の学習習慣の確立を目指した取組を推進します。 
◇学校間連携と専科教育の充実を進めます。       

 

������ 

 

�木津川市なら�はのわかる授業の創造 

・授業づくりのための研修を教職員の経験年数に応じて実施します。 

     ・「木津川市子どもはぐくみ人材バンク」を開設し、専門家や研究機 

関との連携のもと、子どもの好奇心を 

喚起する観察、実験、ものづくり等の 

体験を通した授業を工夫します。 

・小学校において教職員の専門性を活か 

した教科担当制度を検討し、専科教育 

を進めます。 

 �保・幼・小・中連携の推進 

・保・幼・小・中の連携により、生活習慣や家庭学習習慣の目指す姿 

を明記した「きづがわっ子生活カリキュラム（ベーシック木津川市

版）」を開発し、家庭との連携を図ります。 

・小学校高学年と中学１年の円滑な接続を目指した小中連携、教科担

当等による「小小連携」「中中連携」等の「木津川市式学校間連携

制度」導入に向けた取組を進めます。 

     ・「小中一貫教育」について、先進事例などの取組をもとに、調査研

究を行います。 
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（６）施策の基本的方向＜読書活動の推進＞ 

 

◇家庭との連携のもと、就学前から子どもが読書活動に親しむ態度を培い

ます。 

◇小中学校においては、読書活動を教育活動の中に適切に位置付け、児童

生徒の読書意欲の向上、読書力の育成を図ることにより「ことばの力」

の育成に努めます。 

 

 

�就学前から読書に親しむ活動の推進 

・幼稚園において、読書環境の整備を積極的に行うとともに、発達の

段階に応じた絵本等の読み聞かせを充実します。 

・読書活動ボランティアとの連携を図り、 

蔵書の整理、読み聞かせ、ブックトーク 

等の活動を進めます。 

・発達の段階を踏まえた推薦図書の選定を 
行うなど、「ファミリー読書」の啓発と 
ともに、就学前から読書に親しむ取組を 
進めます。 

        ・「こども読書の日」「こどもの読書週間」「秋の読書週間」等を利用 
して家庭との連携のもと、子どもが自ら進んで読書活動に取り組め 
る環境づくりを進めます。 

 

�学校での読書活動の推進 
              ・「としょかんスタートセット」を配布し、児童の図書館利用を促進 

します。 

・小中学生による読み聞かせやブックトークをするために中学生が小

学校へ、小学生が保育園や幼稚園へ出向くなど、異年齢による活動

等を推進します。 

・すべての学校で、朝読書や昼読書の取組を組織的、継続的に実施し

ます。 

・市立図書館と連携を図るとともに、学校図書館の充実を図ります。 

     ・学校図書館補助員の配置を計画的に推進します。 
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（７）施策の基本的方向＜食育の推進＞ 

 
◇食に関する指導計画に基づく、就学前からの系統的な指導の充実を図

り、食育の実践や充実を進め、家庭とも連携し、日常生活における望

ましい健全な食習慣を促します。 
 ◇地元産食材を使った郷土食や伝統料理などの食文化を継承し、栄養バ 

ランスがとれ、子どもの健全な成長を促す「おいしく・安全安心で魅 
力ある」学校給食を目指します。 
また、子どもの健全な成長を促し、ふるさとの農業・食文化に関心 

が持てるよう学校における食に関する指導を充実します。 
 

 

�健やかな�づくりの�� 
・食育推進事業を通して、食に関する指導の充実と望ましい健全な 

食習慣を促進します。 
・食に関する学習「５分間スタディ」を推進するとともに、「栄養

教諭による出前授業」など、魅力ある食育を推進します。 
�望ましい食文化の継承と地産地消の推進 
・地元産食材を使った伝統的な食文化 
の継承と魅力ある学校給食の実現に 
向けた地産地消の取組を推進すると 
ともに、給食だよりや市のホームペ 
ージなどで栄養教諭による広報活動 
を進めます。 

      ・望ましい食文化の継承に向け、地域社会や家庭と連携した食育を 
推進します。 

�安全・安心な学校給食の実施 
・給食におけるアレルギー対応についてのマニュアル整備と、教職

員の研修を推進します。 
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（８）施策の基本的方向＜体力の向上＞ 

  

◇児童生徒の体力を集計・分析し、各学校において、体力の向上に向けた

取組を推進します。 

◇体力を培う学校体育の充実と中学校部活動の充実を図ります。 

◇運動の基本的な知識や技能を身に付け、運動やスポーツ活動を好きにな

る取組を推進します。 

 

 

��ータに基��児童生徒の体力の向上 
・市や相楽地方の小中学校体育連盟や小中学校教育研究会と連携し、

児童生徒の体力の集計・分析を踏まえた取組や授業改善を推進し

ます。また、「新体力テスト」の結果分析や「京の子ども元気なか

らだスタンダード」を活用し、児童生徒の運動能力の状況の把握

に努めます。 
・木津川市小学校陸上運動交歓記録 
会の開催や、小学生のための陸上 
大会に向けた練習会への中学生の 
協力などにより、児童の運動能力 
を向上させます。 

・大学とのスポーツによる連携や、 
ホームタウン「京都サンガ」との 
連携事業など、トップアスリートに学ぶ機会を通じて、児童生徒

の運動能力を向上させ、生涯にわたってスポーツに親しむ子ども

を育てます。 
    �体育的行事や部活動の充実 

・小学校体育連盟補助金や木津川市立中学校運動部活動連携事業な

どの活用により、体力を培う学校体育と中学校部活動を充実させ

ます。そのために小中連携をはじめ、高等学校や大学の部活動と

の連携を推進するとともに、外部指導者など地域の人材を積極的

に活用します。 
・友好都市等とのスポーツによる交流や京都府等が主催する体育的

行事に積極的に参加し、生涯にわたってスポーツに親しむ児童生

徒を育てます。 
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（９）施策の基本的方向＜健康の保持増進＞ 

 
◇喫煙・飲酒・薬物乱用などの防止教育や、性に関する教育等の充実を図

るなど、現代的課題に対応する取組を推進します。 
◇家庭との連携のもと、基本的な生活習慣の確立に向けて推進します。 
 

 

�喫煙、飲酒、薬物乱用などの防止教育 
・喫煙や飲酒、薬物乱用などの防止教育を進め、子どもの健康を保

持増進させます。そのために、木津川市や相楽地方の小中学校教

育研究会、養護教諭部会などを中心とした学校園間の連携や、各

種関係機関との連携を進めます。 
�家庭と連携した生活習慣の確立 
・市ＰＴＡとの連携による望ましい生活習慣・食習慣の確立に向け

た家庭への啓発を進めます。 
・「早寝、早起き、朝ごはん」キャンペーンを推進するとともに、子

どもの基本的な生活習慣の確立を図ります。 
        �学校保健・保健��の充実 

  ・木津川市学校（園）保健会連絡 
               協議会との連携を進め、健康で 

望ましい生活習慣の確立を図り 
ます。 

・専門機関との連携のもと、新型 
インフルエンザなど様々な感染 

               症や生活習慣病に対する予防、

性に関する教育、がん教育など、学校保健に関する現代的課題に

対応する取組を推進します。 
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（12）施策の基本的方向＜キャリア教育の推進＞ 

 
 ◇校種間等の連携を強め、組織的・系統的なキャリア教育を推進します。 

また、キャリア教育に関する指導力を高めるための取組を充実させま

す。 
◇望ましい職業観や勤労観をもち、自らの進路を主体的に切り拓く生き 
る力をもった児童生徒を育てる教育を推進します。 
 

                               

�将来を見�した系統的な教育の推進 

・自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育て

るため、「KYO 発見 仕事・文化体験活動推進事業」等を活用し

た体験活動の取組を充実していきます。 
また、児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育て、将来の職業

や生き方について自覚できるように、発達の段階に応じた組織的、

系統的なキャリア教育を推進します。 
・京都大学大学院農学研究科附属農場をはじめ、大学や近隣企業等

と連携し、児童生徒の知的好奇心の醸成を図ります。       
    �進路指導相談体制の充実 

・一人一人の夢を大切にしながら、社会人・職業人として自立し

ていくことができるよう相談体制を整備します。また、自分の

生き方について考えられるよう支援体制や環境を充実させます。 
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（13）施策の基本的方向＜幼児教育の推進＞ 

 
 ◇生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の質の向上を図り、幼稚 

園や保育園、小学校の連携により、幼児教育から小学校教育への円滑 
な移行を推進します。 

   ◇幼稚園が子育て相談や教育講演会、懇談会など地域の幼児教育センタ 
ーとしての役割を果たすための取組を推進します。 
 

 

�人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 
・学びの基礎となる体力や豊かな情操、道徳性の芽生えを培い、

生涯にわたる人間形成の基礎や生きる力につながる幼児教育の

充実を図ります。 
・幼稚園、家庭のそれぞれが自覚と 
責任を持ち、相互に連携・協力し、 
子どもの成長にかかわり、豊かな 
成長の支援を充実させます。 

・地域の高齢者から未就園児に至る 
まで様々な人との触れ合いを通し、 
他者への思いやりの気持ちを育て、豊かな人間関係をはぐくむ

取組を進めます。 
�幼保一体�教育の推進 

・小学校教育への円滑な接続に向けた保幼小連携教育の推進を図

ります。 
・就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能と地域におけ

る子育て支援を行う機能を併せ持つ認定こども園の設置につい

て、関係課と連携した取組を進めます。 
     �家庭における子育て支援 
      ・保護者が安心して子育てできる環境づくりの一環として、幼稚

園が「地域の幼児教育センター的役割」を果たすため、人的・

物的教育機能や施設を開放します。 

      ・「親のための応援塾」や「もうすぐ 1年生 体験入学推進事業」

等の事業を活用し、子育てや就学に対する保護者や子どもの不

安解消に努めます。 
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（１４）施策の基本的方向＜情報教育の推進＞ 

 

    ◇児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力の育成に努めます。 
◇情報教育環境の充実を図り、ＩＣＴ機器やデジタル教材等を導入し、

わかる授業、子どもの学習への興味、関心を高める授業を効果的に実

践していきます。 
    ◇ＩＣＴ機器やデジタル教材の活用に向けた教職員の研究体制や指導 
     体制の充実を図ります。 

 

 

�ＩＣＴ活用能力の育成 
・ＩＣＴ機器やデジタル教材等を活用して、学習活動を推進します。 
・新聞やテレビ、インターネット 

などのメディアからの情報を主 
体的に取捨選択し活用する力を 
はぐくむ取組を推進します。  

・ＩＣＴ支援員の計画的な配置を 
進めます。 

�情報モラルの育成 
・携帯電話等も含めたインターネット利用についてのルールやマナ

ー、著作権等の知的財産権の保護、コンピューター犯罪への対応

など情報社会で適正に活動するためのもとになる考え方や態度

を育成します。 
・正しい知識とモラルのもとで、情報社会を主体的に生き抜く能力

を育成します。 
�ＩＣＴ教育の研究体制等の充実 

・木津川市情報教育研究会を中心に、ＩＣＴを導入した研究体制

や指導体制の充実、ソフトの充実及び職員の配置やネットワー

ク環境の整備を進めます。 
・常に最新の情報モラル等に対応するため、教員の研修の充実を

図ります。 
 
 

−　　−59



- 60 - 
 

（１５）施策の基本的方向＜国際理解教育の推進＞ 

 
◇国際社会を主体的に生きる日本人としての基礎的資質を養うため、人 
権尊重の精神を基盤にして、我が国と郷土を愛するとともに他国のこ 
とを理解・尊重する態度を育成します。 

   ◇グローバル社会の進展に対応するため、コミュニケーション能力の育 
    成に努めるとともに国際色豊かな木津川市の特色を活かした取組を推 
    進し、互いを理解し、尊重し、ともに生きていく資質や能力を育成し 
    ます。 

 

 

��文化�生教育の推進 
・外国語指導助手や小学校英語講師の効果的な活用など、小中学校

の外国語活動や外国語教育の充実を図ります。 
               ・中学生による木津川市の文化・ 

歴史・伝統を海外に広げる活  
動を通して、コミュニケーショ 
ン能力や国際感覚を磨く取組 
を充実します。 

 
�国際交流事業の推進 
・同志社国際学院等との交流を通じた自国文化・異文化理解の機会

やペンフレンド制度を活用した海外の学校との交流などから国

際交流や国際感覚を磨く取組を充実します。 
・帰国子女や外国人児童生徒が、学校や地域へ適応できるよう支援

を行います。 
・木津川市在住の外国人ゲストを迎えた授業等の取組を進めます。 
・海外の交流都市との交流事業の充実及び啓発活動を推進します。 
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（１６）施策の基本的方向＜環境教育の推進＞ 

 

    ◇教育活動全体を通じて、子どもの発達の段階を踏まえた環境教育を組 
織的・計画的に推進します。 

    ◇学校・家庭・地域社会及び関係諸機関との連携のもと、循環型社会の 
構築や地球温暖化防止に向けた環境教育を推進します。 

 

 

�環境を保全する�の育� 

・地域と連携した環境学習や環境保全のための自発的な活動の交 

流を図り、取組を充実させながら、組織的・計画的な環境教育

を推進します。 

・市内の環境に関連する施設や地

域の企業などを活用した、体験的

な環境教育の取組を推進します。 

              ・地球温暖化防止の具体的な取組

を通して意識を向上させ、地球

的規模での環境保全に目を向け

た教育を推進します。 

・小・中・高・大学との連携した環境学習や環境保全のための取組

を推進します。 
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（１９）施策の基本的方向＜安全・安心なより良い教育環境の整備＞ 

  

◇避難訓練や各種の防犯・防災学習の充実を図り、児童生徒一人一人の 

危機管理能力を育成する安全教育や、危機管理マニュアルに基づく実 

効性のある取組を推進します。 

◇安全で安心な教育環境の整備を推進します。 

◇児童生徒の学力向上のために必要な教材備品の整備を進め、より良い 

学習環境の整備を計画的に推進します。 

 

������ 

 

�危機管理体制の確� 

 ・学校の実態に応じて個別の地震・火災・風水害などの「危機管理マ

ニュアル」を作成し、危機管理体制を整備するとともに、教職員に

対する研修を充実します。また、危険箇所や不審者に関する情報を

学校間や家庭、地域と共有します。 
 �実�的な防犯・�通安全教育の推進 

・教職員の防犯意識を向上させるための研修会を、警察等関係機関

とも連携し、計画的に実施します。 

・子どもの防犯意識を向上させる 

ための訓練等を定期的に実施し 

ます。 

・通学路の整備・安全点検を定期 

的に行い、安全教育を組織的・ 

計画的に推進します。    

・危険を予測したり回避したりす 

る危機対応能力を身に付ける安全 

教育を実施します。 

                    ・地域の実態等に応じた「学校安

全マップ」を作成し、登下校時

の安全確保の向上を図る取組を

進めます。 
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（１９）施策の基本的方向＜安全・安心なより良い教育環境の整備＞ 

  

◇避難訓練や各種の防犯・防災学習の充実を図り、児童生徒一人一人の 

危機管理能力を育成する安全教育や、危機管理マニュアルに基づく実 

効性のある取組を推進します。 

◇安全で安心な教育環境の整備を推進します。 

◇児童生徒の学力向上のために必要な教材備品の整備を進め、より良い 

学習環境の整備を計画的に推進します。 

 

������ 

 

�危機管理体制の確� 

 ・学校の実態に応じて個別の地震・火災・風水害などの「危機管理マ

ニュアル」を作成し、危機管理体制を整備するとともに、教職員に

対する研修を充実します。また、危険箇所や不審者に関する情報を

学校間や家庭、地域と共有します。 
 �実�的な防犯・�通安全教育の推進 

・教職員の防犯意識を向上させるための研修会を、警察等関係機関

とも連携し、計画的に実施します。 

・子どもの防犯意識を向上させる 

ための訓練等を定期的に実施し 

ます。 

・通学路の整備・安全点検を定期 

的に行い、安全教育を組織的・ 

計画的に推進します。    

・危険を予測したり回避したりす 

る危機対応能力を身に付ける安全 

教育を実施します。 

                    ・地域の実態等に応じた「学校安

全マップ」を作成し、登下校時

の安全確保の向上を図る取組を

進めます。 
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【現状と課題】 

○地域としてのつながりや結びつき、また意識が希薄になってきており、地 
域での指導者の養成が必要です。 

○家庭での教育力が弱まってきている中、すべての教育の出発点である家庭

教育の役割を明確にし、「生きる力」の基礎的な資質や能力の育成を図る

必要があります。 
○学校と地域との連携を推進するためにも、学校から子どもの様子や学校の

取組などを積極的に情報発信し、理解や協力を求めるなど、双方をつなぐ

組織的な取組が必要です。 
 

������ 

すべての保護者が自信を持って自分の子どもと向き合い、子どもの教育 
  に関われるように、保護者のための学習活動や家庭教育の支援を充実させ

ます。 
子どもは地域社会の宝であるという認識のもと、子どもが地域全体の中 

で包み込まれているという感覚を体感できる環境づくりのための支援を行

います。 
木津川市生涯学習推進計画に基づき、地域の教育資源を結びつけ、公民 

館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を核にした、地域コミュニテ

ィの形成を目指した取組を進めます。 
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（２３）施策の基本的方向＜安全対策の充実＞ 

 
   ◇学校と家庭、地域や関係諸機関との連携を深め、学校防犯の充実や地 

域ぐるみで子どもを守り育てる体制を整備します。 
 ◇地域のボランティアの協力のもと、地域と連携した防犯対策に取り組 
  みます。 

◇各園・学校における防犯意識の向上を図ります。 
 

������ 

 

      �地域の力を活かした安全・安���育環境づくり 
・防犯ブザーの活用や地域と連携した防犯対策に取り組みます。 

       ・登下校の安全を見守るボランティアの活動を支援します。 

       ・「学校安全マップ」を活用し、子ども 110 番の家とも連携し、地

域で子どもを守り育てる環境を整備します。 

       ・警察、各道路管理者及び本市関係課等で構成する「木津川市通

学路安全対策協議会」により、定期的に通学路の安全確保に向

けた取組を行います。 

       ・地域の防犯に関する情報の共有を的確かつ迅速に図る取組を行

います。 

 ・市内の園・学校における緊急時に備えた消防署との連携を緊密

に行います。 

      ・地域見守り箱を活用した地域で見守る体制づくりを推進します。 
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○ふるさと木津川市には、歴史的文化遺産や伝統文化が豊富にあり、郷土愛

をはぐくむためには、それらを十分に伝え、地域教材を活用するなど系統

的に学習していく必要があります。今後も、文化財に富む木津川市の特色

を活かした郷土愛をはぐくむ取組の一層の深化が必要です。 
○木津川市には、豊かな自然やその懐ではぐくまれてきた地元産業、さらに

は関西文化学術研究都市に代表される最先端の科学技術など、地域教材と

して活用できる素材が豊富にあります。それらを積極的に活用し、ふるさ

と木津川市を愛する心をはぐくむ必要があります。 
 ○子どもの豊かな情操をはぐくみ、文化・芸術活動に取り組むきっかけづく

りとして、優れた文化や芸術に接する機会が必要です。 

 

【基本方針】 

地域の豊かな自然や農業、林業などの地元産業、歴史や文化、伝統を積極

的に学ぶことで、ふるさと意識や郷土愛をはぐくむ地域に根差した歴史学習

や地域学習などの取組を行います。 

木津川市の多様な地域資源の活用、関西文化学術研究都市内の企業や研究

所等と連携した体験学習や出前授業など、伝統から最先端の科学まで幅広く

地域で学ぶ機会を作ります。 

また、木津川市の文化財や伝統、歴史の保存と継承ができる人材を育成す 

る取組を進めます。 
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（24）施策の基本的方向＜自然・歴史についての学習の充実＞ 

 
 ◇各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などを通して、児童生 

徒が郷土の自然や伝統、文化についての郷土教育を充実します。 
      ◇地域の郷土史家などの協力を得て、豊かな歴史的文化遺産などの資源 

を活用した、フィールド型の学習を推進します。 
   ◇児童生徒の豊かな感性をはぐくむ文化・芸術の継承、発展を目指す活

動を推進します。 
 

������ 

 

 �郷土�をはぐくみ���継承する教育の推進 

     ・文化財等についての出前授業を通じて、地域の貴重な文化財を学 
ぶ機会の充実を図ります。 

     ・学校や地域におけるふるさと案内等を実施している関係団体を活 
用し、地域学習の充実を図ります。 

     ・京都府立山城郷土資料館との連携事業を行い、郷土の伝統や文化、 
歴史を学ぶ取組を充実します。 

     ・地域の伝統文化の体験授業を 
実施し、木津川市の歴史につ 
いて学べる機会の充実を図り 
ます。 

・「わたしたちの木津川市」の内 
容の充実を図ります。 

     ・「発見！山城のあゆみ」等の資料を授業や講座で活用し、地域の歴 
史についての知識の普及・啓発に取り組みます。 

     ・文化遺産のフィールドワークを実施し、郷土史家や専門家による 
地域の歴史や文化を学ぶ取組を進めます。 

     ・子どもを対象とした遺跡発掘説明会の開催をはじめとした、より 
広く地域の歴史や文化財についての知識を深める取組を進めます。 

 �文化・芸術活動の推進 

     ・子どもたちに質の高い文化・芸術に直接触れる機会を提供し、多

くの感動・体験ができる取組を進めます。 

     ・児童生徒の合唱・吹奏楽等の文化・芸術活動を強化するとともに、

校種間の交流を深める取組を推進します。 
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（２５）施策の基本的方向＜地域資源の活用＞ 

 
◇それぞれの地域の良さを活かし、家庭や地域、関係諸機関、近隣の学 
校や幼稚園や保育園と協力・連携を図り、地域に根差した信頼される 
特色ある学校づくりを推進します。 

   ◇関西文化学術研究都市の研究機関や企業等の協力を得て、科学やもの 
づくりに対する興味が広がる体験学習や研究者等の出前授業、教職員 
への研修等を推進します。 
 

������ 

 

    �木津川市な�ではのネットワークの�� 

・関西文化学術研究都市の研究機関との連携を図り、研究所の見学

や出前授業、体験学習などを通して、教職員をはじめ児童生徒の

科学的な知識を深める取組を行います。 

      ・高校や大学、研究機関、その他福祉施設等と連携し、子どもの様々

な地域での体験活動を通して学校教育の充実を図ります。 

・遺跡公園や文化財整理保管センターなどを核として、地域資源の

活用を図ります。 

       ・郷土史家や歴史専門家、地域愛好家等のネットワークづくりを進 

めるとともに、地域の人材を活かした「木津川市子どもはくぐみ 

人材バンク」を活用して、地域の文化財などを学べる仕組みを作 

ります。 

・関西文化学術研究都市としての立地条件を活かしたネット－ワー

クづくりを推進し、子どもの知的好奇心の醸成を図る取組を展開し

ます。 
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【施策別取組】 

 

 

 

 

施策の基本的方向１ 学習意欲の向上と学習習慣の確立 

○木津川市ならではのわかる授業の創造 

          ・木津川市子どもはぐくみ人材バンクの創設 

        ○保・幼・小・中連携の推進 

                ・きづがわっ子生活カリキュラム（ベーシック木津川版）の策 

  定 

・木津川市式学校間連携制度 

   施策の基本的方向２ 基礎的・基本的な知識・技能の習得 

○すべての子どもの学力の向上 
・木津川市式教材学習バンクの創設 

            ・ステップアップ学習の推進 

            ・学力診断テストの実施 

施策の基本的方向３ 活用する力の育成 
○表現する力、考える力の育成 

         ・「科学のまちの子どもたち」を育てる木津川市立学校教員研

究会と独立行政法人日本原子力研究開発機構関西光科学研

究所との連携事業の推進 

  

 

 

 

施策の基本的方向４ 道徳教育の推進 

○道徳的実践力の育成 
・「京の子ども 明日へのとびら」「心のノート」等の活用 

○道徳教育の推進体制の充実 
・木津川市道徳教育研究会の充実 

     ○地域の力を活かした学習活動や体験活動の充実 
      ・地域で支える学校教育推進事業の推進 

施策の基本的方向５ 生徒指導の充実 

社会の一員として持つべき規範意識やコミュニケーション能力

の育成  

����１ �の��学力����� 

����２ ��な�と��意識����� 
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施策の基本的方向９ 健康の保持増進 
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施策の基本的方向 10 人権教育の推進 

   �����������������
           ���������������

���������������������������
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施策の基本的方向 11 特別支援教育の推進 

 �������������
      ��������������������

������������������
���������������������
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重点重点重点重点目標目標目標目標４４４４    一人一人一人一人一人一人一人一人のののの個性個性個性個性やややや能力能力能力能力をををを伸伸伸伸ばしばしばしばし、、、、社会社会社会社会のののの形成者形成者形成者形成者としてとしてとしてとして    

のののの必要必要必要必要なななな資質資質資質資質をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ    
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施策の基本的方向 12 キャリア教育の推進 

○将来を見通した系統的な教育の推進 
・KYO 発見 仕事・文化体験活動推進事業の活用 
・児童生徒の発達段階に応じた組織的、系統的なキャリア教

育の推進 
・大学や近隣企業等との連携による児童生徒の知的好奇心の

醸成 
○進路指導相談体制の充実 
・相談体制の整備と支援体制の充実 

施策の基本的方向 13 幼児教育の推進 

○人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 
・人間形成の基礎や生きる力につながる幼児教育の充実 
・園、家庭の自覚と責任のもと、豊かな成長への支援 

○幼保一体化教育の推進 
・保幼小連携教育の推進 
・認定こども園の設置に向けた関係課との連携 

        ○家庭教育の支援 
        ・地域の幼児教育センター的役割を果たすための人的・物的

教育機能や施設の開放 

         ・親のための応援塾、もうすぐ１年生体験入学推進事業の活

用 
           

 
 
 

 
施策の基本的方向 14 情報教育の推進 

○ＩＣＴ活用能力の育成 
・ＩＣＴ機器やデジタル教材等の活用推進 
・ＩＣＴ支援員の計画的な配置 

○情報モラルの育成 
・情報社会に適応するための知識とモラルの育成 

○ＩＣＴ教育の研究体制等の充実 
・木津川市情報教育研究会を軸にした研究・指導体制の充実 
・ソフトの充実、職員の配置、ネットワーク環境の整備 
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施策の基本的方向 15 国際理解教育の推進 

○多文化共生教育の推進 
・小中学校の外国語活動や外国語教育の充実 

       ○国際交流事業の推進 
・自国文化・異文化の理解、ペンフレンド制度の活用 
・ 帰国子女や外国人児童生徒への支援 
・ 市内在住の外国人ゲストを迎えた取組の推進 
・ 国際交流事業の推進 

施策の基本的方向 16 環境教育の推進 

○環境を保全する力の育成 

・地域と連携した環境教育の推進 

・地球的規模での環境保全に目を向けた教育の推進 

 

        

 

 

施策の基本的方向 17  学校の組織力と教職員の資質向上 

        ○学校の組織力の向上 

・教職員がより協働できる体制づくり 
○教師力の向上 

・経験に応じた研修や職能に応じた教職員研修の充実 
・理科、技術科の指導力向上を図る研修の充実 
・教職員の管外研究大会等への参加支援 

             ○教職員の健康管理 

              ・校務のＩＣＴ化による効率化 
・教職員の健康の保持増進対策の推進 

施策の基本的方向 18  魅力ある学校・園づくり 

○特色ある学校づくり 
      ・木津川市特色ある学校づくり推進事業の充実 

○情報発信する学校づくり 
 ・学校ホームページの充実 

○協働・参画による学校づくり 

・開かれた学校づくりの推進 
・学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりの推進 
・木津川市地域で支える学校教育推進事業の活用と地域の

人材活用の推進 
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施策の基本的方向 19  安全・安心なより良い教育環境の整備 
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施策の基本的方向 20  地域ぐるみによる子育て支援 
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施策の基本的方向 21  家庭教育を支援 
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重点重点重点重点目標目標目標目標７７７７    地域地域地域地域のののの力力力力をををを活活活活かしてかしてかしてかして子子子子どもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむ    
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施策の基本的方向 22  生涯学習環境の充実 

  ○生涯にわたる豊かな学びのサポート 

           ・スポーツ教室や文化講座などの環境整備 

           ・生涯学習ボランティアの育成 
            ・青少年指導者養成事業の充実 
      施策の基本的方向 23  安全対策の充実 

○地域の力を活かした安全・安心な教育環境づくり 
・地域と連携した防犯対策の推進 

           ・登下校の安全を見守るボランティアの活動支援 
           ・地域で子どもを守り育てる環境整備 
           ・木津川市通学路安全対策協議会による通学路の安全確保 
    
  
 
    

施策の基本的方向 24   自然・歴史についての学習の充実 

○郷土愛をはぐくみ未来へ継承する教育の推進 

           ・地域の文化財を学ぶ機会の充実 
            ・社会科副読本の充実と活用 
            ・フィールド学習の推進 

○文化・芸術活動の推進 

          ・芸術演劇鑑賞事業の活用 
          ・市内文化施設の積極的な活用 

施策の基本的方向 25   地域資源の活用 

         ○木津川市ならではのネットワークの構築 

・関西文化学術研究都市の研究機関との連携事業の推進 

          ・地域体験活動事業の推進 

・郷土史家等とのネットワークづくりと地域の文化財を学 

ぶ仕組みづくり 
     ・関西文化学術研究都市としてのネット－ワークづくりを

推進し、子どもの知的好奇心の醸成を図る取組の展開 
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